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新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた 

診療等の時限的・特例的な取扱いについて並びに新型コロナウイルスの感 

染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一 

覧の作成及び実施状況の報告について（依頼） 

 

今般、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用い

た診療等の時限的・特例的な取扱いについて」が厚生労働省医政局医事課、同省

医薬・生活衛生局総務課の連名にて、また、「新型コロナウイルスの感染拡大に際

して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状

況の報告について（依頼）」が、厚生労働省医政局医事課より各都道府県衛生主管部（局）

宛に発出されるとともに、本会宛に周知方依頼がありました。  

「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診

療等の時限的・特例的な取扱いについて」は、4 月 7 日に閣議決定された「新型コ

ロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「初診も含め、電話や情報通信機器

（以下「電話等」という。）で医療機関へアクセスし、適切な対応が受けられる仕

組みを整備すること」等を受けて発出されるものであり、新型コロナウイルス感

染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑み、時限的・特例

的に「電話等」による診療を認めるものです。  

その概要は、1．医療機関における対応として、(1)患者からの求めに応じて、医

師が医学的に可能であると判断した範囲において「電話等」による診療を実施す

ること、 (2) 医師から患者に対して十分な情報を提供すること、「電話等」による

診療を行うことが適していない場合は、速やかに対面診療に移行すること、これ

が困難な場合に備えあらかじめ紹介する他の医療機関に承諾を得ること、「電話

等」による診療でも医師・患者の本人確認を行うこと、 (3)過去に対面診療を行っ

たことのある患者に対する「電話等」による診療を行う場合等の取扱い、 (4)患者

が電話や情報通信機器による服薬指導等を望む場合は処方箋の備考欄に所定の記

載をすること、 (5) 「電話等」による診療を実施する機関は、実施状況について、



都道府県に毎月報告を行うこと、 (6)オンライン診療を実施するための研修受講は

猶予されるが、収束した後は研修を受講しなければオンライン診療を実施できな

いことされています。  

2．薬局における対応としては、(1)ファクシミリ等による処方箋情報による調剤が認められ

ること、(4)書留等により配送した後、患者に授与されたことを電話等により確認すること等と

されています。 

3．新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等としては、 (1) 自宅療養又は

宿泊療養する軽症者等に対しては、コロナウイルス感染症の診断や治療を行った

医師や、情報提供を受けた医師は、診断や処方が可能だと判断した範囲で、患者

の求めに応じて、診断・処方を行うことができること、処方箋の備考欄に「CoV

自宅」又は「CoV 宿泊」と記載すること等が示されています。  

また、 4．医療関係者、国民・患者への周知徹底を行うこととされ、5．本事務

連絡による対応期間内の検証で、原則として 3 か月ごとに、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大の状況や、本事務連絡による医療機関及び薬局における対応の

実用性と実効性確保の観点、医療安全等の観点から改善のために検証を行うこと、

及び都道府県単位で設置された新型コロナウイルス感染症に係る対策協議会等に

おいて評価を行うこととされています。 

なお本事務連絡により、 2 月 28 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者

の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」

（地 441、健Ⅱ 296）及び 3 月 19 日付事務連絡「新型コロナウイルスの感染拡大

防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いに

ついて」（地 489、健Ⅱ 337）は、廃止され、本事務連絡に代わることとなります。  

次に、「新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診

療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について（依頼）」は、上記の事

務連絡を受けて、厚生労働省から各都道府県に対し、新型コロナウイルスの感染

拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧表を作

成すること要請することに伴い発出されるものです。電話や情報通信機器を用い

た診療や受診勧奨を行う医療機関は、別紙 1-1 の要領に従い、「別紙 1-2 電話や情

報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」を提出するとともに、「別

紙 2-2 医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」

の様式により事務連絡 1． (1)及び (3)②による毎月の実施状況を報告することとさ

れています。  

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、

貴会会員への周知方につきご高配賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

 



事 務 連 絡 

令和２年４月１０日 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

 

 

厚生労働省医政局医事課 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施

する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について（依頼） 

 

 

 

 

標記について、別添のとおり各都道府県衛生主管部（局）宛て事務連絡を発出し

ましたので、その内容について御了知いただくとともに、貴下団体会員等に対して

周知していただくようお願いいたします。 

 



保 企 第 1 0 7 7 - 9 号 

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ４ 日 

 

一般社団法人 大阪府医師会 会長 様 

 

大阪府健康医療部保健医療室長 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を 

実施する医療機関の一覧作成及び実施状況の報告について（周知） 

 

 日頃から、大阪府健康医療行政の推進に御協力を頂き、御礼申し上げます。 

標記について、令和２年４月１０日付けで厚生労働省医政局医事課から別添のとおり調査依頼が

ありました。 

つきましては、当該通知の趣旨を御了知の上、関係医療機関に対して御周知いただきますようお

願いします。 

なお、当該調査の掲載アドレス（大阪府ホームページ）は下記のとおりです。 

 

 

記 

 

 

１．調査の掲載アドレス（大阪府ホームページ） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/hokeniryokikaku/onlinepractice/index.html 

 

２．通知等の掲載アドレス「病院・診療所への通知等」 

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/tuuchi/r2-kunituuchi.html 

※厚生労働省等から発出される通知等については、保健医療企画課のホームページ「病院・診療所への

通知等」で提供しています。通知等は随時更新していきますので定期的にご確認ください。 

 

 

 連絡先：大阪府健康医療部 保健医療室 

保健医療企画課 医事グループ 施設担当 

ＴＥＬ：０６－６９４４―９１７０（直通） 

ＦＡＸ：０６－６９４４―７５４６ 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/hokeniryokikaku/onlinepractice/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/tuuchi/r2-kunituuchi.html


事 務 連 絡 

令和２年４月 10 日 

 

 

    

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省医政局医事課 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する 

医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について（依頼） 

 

 

本日付けで発出した「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を

用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（令和２年４月 10日厚生労働省医政局

医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下単に「事務連絡」という。）においては、

事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧を作成し公

表するため、各都道府県において、関係団体とも適宜協力をしながら、管下の医療機関の

うち、事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関を把握する

とともに、厚生労働省にその結果を報告するようお願いしたところである。 

また、事務連絡においては、各都道府県において、管下の医療機関における事務連絡１．

（１）及び（３）②による電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨の毎月の実施状況

をとりまとめ、厚生労働省に報告するようお願いしたところである。 

つきましては、各都道府県におかれては、別紙１－１「電話や情報通信機器を用いて診

療を実施する医療機関の一覧作成のための調査要領」及び別紙２－１「医療機関における

電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況の調査要領」に基づき、所定の様式により、

電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の情報と医療機関における電話や情

報通信機器を用いた診療等の実施状況を集計し、それぞれ所定の期限までに厚生労働省の

所定の提出先へ提出をお願いする。 

なお、これらの調査については、別記の関係団体宛てにも団体会員等への周知をお願い

しているので、調査の実施の当たっては、適宜、管下の関係団体とも連携しながら行うこ

と。 

 

 



                          

（別記）関係団体 

 

公益社団法人 日本医師会  

 

公益社団法人 日本精神科病院協会  

 

公益社団法人 全国自治体病院協議会  

 

公益社団法人 全日本病院協会  

 

一般社団法人 日本医療法人協会  

 

一般社団法人 日本病院会  

 

 



電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧作成のための調査要領  

 

１．調査目的 

新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況の中で、国民・患者に対して、

電話や情報通信機器を用いた診療を受けられる医療機関の情報を提供するため、「新型

コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特

例的な取扱いについて」（令和２年４月10日付け厚生労働省医政局医事課及び医薬・生

活衛生局総務課事務連絡、以下単に「事務連絡」という。）に基づき電話や情報通信機

器を用いた診療を実施する医療機関を把握し、その医療機関の一覧を作成・公表する。 

 

２．調査対象施設 

全ての医療機関とする。 

 

３．調査実施方法 

（１）医療機関から都道府県への提出 

事務連絡に基づき電話や情報通信機器による診療を実施する医療機関は、別紙１－

２「電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」に必要事項を記

入し、都道府県に提出する。 

（２）都道府県から厚生労働省への提出 

都道府県は、事務連絡に基づき電話や情報通信機器等による診療を実施する医療機

関から提出された調査票を別紙１－３「電話や情報通信機器を用いて診療を実施する

医療機関の一覧（都道府県集計用）」に取りまとめ、下記の期限までにメールにて提

出すること。 

※ これらの調査については、関係団体宛てにも団体会員等への周知をお願いしてい

るので、調査の実施に当たっては、都道府県から管下の関係団体に団体会員分の調

査結果のとりまとめを依頼するなど、適宜、管下の関係団体とも連携して行うこと。 

 

４．調査結果の提出 

（１）提出期限 

令和２年４月 24日(金) 

※ 調査結果の提出に際しては、「電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療

機関の一覧（都道府県集計用）」を用いて取りまとめ、メールにて提出すること。 

※ 医療機関の一覧については、提出があったものから、上記の提出期限にかかわら

ず順次公表することとしているため、一定数の医療機関から調査票の提出があった

段階で、上記の提出期限を待たずに提出しても差し支えない。 

（２）提出先・照会先 

厚生労働省医政局医事課 

脇田、内田 

E-mail： enkaku@mhlw.go.jp 

Tel：03-5253-1111（内線 2569、4124） 

別紙１－１ 

mailto:enkaku@mhlw.go.jp


５．調査結果の更新 

公表する医療機関の一覧については、上記提出期限後も順次更新することとしている

ので、調査票を提出していない医療機関であって、新たに事務連絡に基づき電話や情報

通信機器による診療を実施することとした医療機関は、上記の提出期限にかかわらず、

調査票を都道府県に提出すること。 

都道府県は、上記の提出期限後も、医療機関から提出のあった調査票を月毎にとりま

とめ、原則、各月第２週の金曜日までに前月分を上記提出先に提出すること。ただし、

厚生労働省に提出された医療機関は順次一覧に反映することとしているので、一定の数

の医療機関から調査票の提出があった場合は、上記の提出期限を待たずに提出しても差

し支えない。 

 

 



施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用いた
診療の実施の有無

再診の電話等を用いた
診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名

（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

例 ○○医院 000-0000 東京都千代田区・・・ 080-0000-0000 http://www… ○ ○
内科
小児科

〇〇　〇〇
〇〇　〇〇

○○病院（東京都○○区・・・）
○○病院（埼玉県○○市・・・）

事務連絡に基づく対応について

電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票

基本情報

別紙１－２

http://www…


医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況の調査要領 

 

１．調査目的 

「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時

限的・特例的な取扱いについて」（令和２年４月10日付け厚生労働省医政局医事課及び

医薬・生活衛生局総務課事務連絡、以下単に「事務連絡」という。）においては、原則

として３か月ごとに、事務連絡による医療機関の対応の実用性と実効性確保の観点、医

療安全等の観点から、改善のための検証を行うこととしており、当該検証を行うための

基礎資料として、医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況を把

握する。 

 

２．調査対象 

事務連絡１．（１）及び（３）②により電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を

行う医療機関を対象とする。 

 

３．調査実施方法 

 （１）医療機関から都道府県への報告について 

医療機関においては、事務連絡１．（１）及び（３）②により電話や情報通信機器

を用いた診療や受診勧奨を行った際、別紙２－２「医療機関における電話や情報通

信機器を用いた診療等の実施状況調査票」の様式により、実施した対応毎に必要事

項を記載し、毎月末までの対応について一覧を作成の上、都道府県の担当部局に提

出すること。 

（２）都道府県から厚生労働省への報告について 

各都道府県においては、医療機関から提出された調査票を取りまとめ、下記の提

出期限までにメールにて提出すること。 

※ これらの調査については、関係団体宛てにも団体会員等への周知をお願いして

いるので、調査の実施に当たっては、都道府県から管下の関係団体に団体会員分

の調査結果のとりまとめを依頼するなど、適宜、管下の関係団体とも連携して行

うこと。 

 

４．調査結果の提出 

（１）提出期限 

各月第２週の金曜日までに前月分を提出する。 

注）調査結果の提出に際しては、医療機関から提出された調査票を取りまとめた上

で、都道府県における担当者の連絡先を追記した上で、メールにて提出すること。 

（２）提出先・照会先 

厚生労働省医政局医事課 

脇田、内田 

E-mail： enkaku@mhlw.go.jp 

Tel：03-5253-1111（内線 2569、4124） 

別紙２－１ 

mailto:enkaku@mhlw.go.jp


医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票

郵便番号

例 000-0000

日付 診療科 医師名
過去の診療録等により基礎
疾患の情報を確認できた患
者に対して診療を行った。

過去の診療録等により基礎疾患の
情報を確認できない患者に対して
診療を行った。

電話等により診断や処方を行うこ
とが困難と判断し、対面での診療
を促す又は他の診療可能な医療機
関を紹介するといった対応を行っ
た。（受診勧奨）

年齢 性別
住所地

（都道府県）
診断名（診断がつかな
い場合は症状名）

指示の内容（対面診療
を指示した場合はその

旨）

処方した薬剤（処方日
数）

（保険診療の場合）
診療料

再診の予約日
（○日後）

例 2020/4/13 内科 ○○　○○ ○ 25 男 東京都 発熱 自宅待機 コカール（４日分） 電話等再診 ４日後

患者情報 診療の内容

基本情報

対応した医師
初診からの電話等による診療等の実施について

（以下のいずれか該当するものに○を記入してください。）

ウェブサイトURL

http://www…

電話番号

080-0000-0000

住所（都道府県から記載）

東京都千代田区・・・

施設名

○○医院
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「調査票」が掲載されている大阪府ホームページ

大阪府ホームページＵＲＬ
http://www.pref.osaka.lg.jp/default.html

「調査票」掲載ページＵＲＬ
http://www.pref.osaka.lg.jp/hokeniryokikaku/onlinepractice/index.html

１．「大阪府ホームページ」を開き
「通常サイトはこちらへ」をクリックする

クリック

２．「大阪府ホームページ」（通常サイト）を開き
検索欄に「保健医療企画課」と入力して、
「検索」をクリックする

「検索」をクリック

「保健医療企画課」と入力して

http://www.pref.osaka.lg.jp/default.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/hokeniryokikaku/onlinepractice/index.html


３．「検索結果」の中から
「大阪府／保健医療室保健医療企画課（事業一覧ページ）」
をクリックする

４．「保健医療室保健医療企画課（事業一覧ページ）」中段にある
「各種通知」「新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情
報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧作成及び実施
状況の報告について（周知）」をクリック

クリック

クリック



５．「新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器
を用いた診療を実施する医療機関の一覧作成及び実施状況の報告
について」ページより、各調査票をダウンロード、提出

（別紙１－２）調査票
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